
有効期限 2026年4月22日

PB079-5-310

意外と知らない
相続税と遺言の関係

開催日時

開催場所

TEL. 048-831-9111
※受付時間：9：00～17：00

埼玉りそな銀行

辻󠄀・本郷 税理士法人
大宮事務所 シニアコンサルタント

2026年 4月 22日 （水）
午後 2時00分 ～ 午後 3時00分

(音声案内が流れた後、「3」をお選びください）

※土・日・祝日・12月31日～1月3日は除きます。

2026年 4月 22日 与野支店 意外と知らない相続税と遺言の関係

（キリトリ）

与野支店 2階セミナールーム

20
参加無料

予約制

定員 名

講師

内容

清水 明佳 氏
・配偶者は相続税がかからないの？
・小規模宅地の特例を活用するにはどうしたらいいの？
・相続税の納税を考慮した遺言の作成方法とは？
・令和8年度税制改正（賃貸用不動産の評価）

埼玉りそな銀行 与野支店 担当：露崎・久保嶋

ふりがな

お名前

お連れ様
のお名前 様

続
柄

携帯 ・ ご自宅 ・ その他 お連れ様
のお名前

様
続
柄

ご住所

2名以上でご参加の場合、お連れ様のお名前もご記入ください

電話番号
ー －

当日は、セミナー終了後に埼玉りそな銀行社員による「個別
相談」を実施いたします。個別相談会ご参加・不参加のどちら
かに「○」印をお願いいたします。

ご参加 ・ 不参加

〔お申込書〕

辻󠄀・本郷 税理士法人のご案内は裏面をご覧ください

共催セミナー×



 お申込みは先着順のため、定員になり次第締切とさせていただきます。
 遺言信託、遺産整理業務及び自社株承継信託を除いた信託商品については、埼玉りそな銀行はりそな銀行の信託代理店
として取扱をしています。

 法律や税制上の取扱につきましては、弁護士や税理士などの専門家にご相談ください。
 セミナー終了後の個別相談は、埼玉りそな銀行の社員がご相談を承ります。

個人情報の利用目的について

 ご記入いただいた個人情報は、埼玉りそな銀行からのセミナー・相談会のご案内の他、金融商品、信託商品およびサービス
に関する各種ご提案のために、使用させていただく場合がございます。

ご留意事項


